
 
佐
賀
県
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐
賀
県
知
事 

 

古 
 

川 
 
 
 
 

康 
 
 
 

 

佐
賀
県
規
則
第
三
十
三
号 

 
 
 

佐
賀
県
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

佐
賀
県
証
紙
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
佐
賀
県
規
則
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

収
支
等
命
令
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
に
定
め
る
手
数
料
又
は
使
用
料

を
徴
収
す
る
場
合
に
限
り
、
他
の
市
町
の
職
員
又
は
私
人
に
証
紙
の
消
印
を
押
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。 

 

第
十
条
第
三
項
第
三
号
ニ
中
「
供
与
す
る
な
ど
、
直
接
的
若
し
く
は
」
を
「
供
与
す
る
等

直
接
的
又
は
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
イ
か
ら
へ
ま
で
」
を
「
イ
及
び
ロ
」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
二
号
の
裏
面
中
「次

に

」
を
「次

の
２
及
び
３

」
に
、「供

与
す
る
な
ど
、
直
接
的

若
し
く
は

」
を
「供

与
す
る
等
直
接
的
又
は

」
に
改
め
る
。 

別
表
の
第
一
号
中
「
、
第
九
十
六
号
の
二
か
ら
第
九
十
六
号
の
四
ま
で
」
を
削
り
、
同
表

の
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

二 
 
 
 

佐
賀
県
児
童
福
祉
法
施
行
条
例
（
平
成
二
十
四
年
佐
賀
県
条
例
第
二

十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
表
第
一
号
の
中
欄
に
掲
げ
る
手
数
料
（
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
試
験
機
関
に
納
付
す
る
手
数
料
を
除

く
。
） 

 

別
表
の
第
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

十
六 
 
 

佐
賀
県
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
条
例
（
平
成
二
十
三
年
佐
賀
県 

 
 
 
 
 
 
 

条
例
第
三
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
に
定
め
る
手
数
料
（
同
項
の
表 

 
 
 
 
 
 
 

第
四
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
が
納
付
す
る
手
数
料
を
除
く
。
） 
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附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
の
改
正
規
定
は
、
平
成 

二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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